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君津市国民健康保険運営協議会会議録 
 

１ 開催日時  令和８年２月５日（木） 午後３時００分～４時１５分 

 

２ 開催場所  君津市役所 ５階 大会議室 

 

３ 議  題 

    諮問 ①君津市国民健康保険税条例の一部改正について 

    報告 ①令和８年度君津市国民健康保険特別会計予算（案）について 

       ②第３期君津市国民健康保険データヘルス計画及び第４期君津市 

特定健康診査等実施計画の年次評価について 

 

４ 出席委員 １１名 

宮 地 辰 彦  田 島 博 海  石 𣘺 祥 代  前 田 幸 彦  

多 田 友季子  加 藤 美代子   齊 藤   敦  能 城 一 哉   

石 井   修  藤 田 美 鈴  蒔 田   洋 

 

５ 欠席委員  ５名 

   前 田 直 希  川 上 裕 史  神   由 紀 彦  松 葉   亨  

眞 板 弘 彰   

 

 

６ 会議に出席した者の職、氏名 

市 長       石 井 宏 子 

市民生活部 

部 長       村 越   護 

次長        粕 谷 一 男 

財政部次長（納税課長） 永 田   聡     

健康スポーツ課長  中 村 光 宏 

健康スポーツ課 

健康都市推進室長  根 本 玉 実 

国保年金課 

課長        和 田 奈津代 

   国保賦課係長    唐 鎌 孝 行 

国保給付係長    平 野 真 澄 

主任保健師     石 川   優 

 

７ 公開又は非公開の別     公開 ・ 非公開 

 

８ 傍聴者（定員６名）     １名 

 

 

 

 



【加藤議長】 

ただいまの出席委員は１１名で、半数以上で定足数に達しておりますので、ただい

まから、令和７年度第２回君津市国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

 なお、本協議会は、「君津市審議会等の会議の公開に関する規則」に基づき、公

開としております。 

本日、傍聴者が 1 名おりますのでご報告いたします。また、本協議会の会議録

は、後日市のホームページで公開されますのでご了承願います。 

それでは、これより議事に入ります。 

市長から、諮問したい旨申し出がありました。お願いいたします。 

 

 

【石井市長】 

君津市国民健康保険運営協議会 会長 加藤 美代子 様 国民健康保険法第１

１条第２項の規定により、君津市国民健康保険税条例の一部改正について、貴協議

会の意見を求めます。令和８年２月５日 君津市長 石井宏子 

 

 

― 諮問書を加藤会長へ手渡す ― 

 

 

【加藤議長】  

ここで、市長は公務のため、退座させていただきます。 

 

 

― 石井市長 退席 ― 

 

 

【加藤議長】 

それでは、本日諮問されました「君津市国民健康保険税条例の一部改正につい

て」を議題といたします。ただちに、執行部の説明を求めます。  

 

 

【唐鎌国保賦課係長】 

 

 

― 別紙資料により説明 ― 

 

【加藤議長】 

ありがとうございました。 

それでは執行部の説明が終わりましたので、これより質疑に入りたいと思います。

質疑のある方はお願いします。 

 

 

 



【宮地委員】 

 今回、子ども・子育て支援納付金というのが新たに賦課されるということで、こ

ちらの課税限度額が３万円ということになります。   

資料の１７ページにある国の試算だと令和８年度の子ども・子育て支援納付金に

ついて、国民健康保険では１人当たり２５０円、１世帯当たりで３５０円というこ

とになっていますが、３万円の限度額に達する世帯はおおよそどのぐらいを想定し

ているのでしょうか？ 

試算をしているようでしたら、教えていただきたいと思います。 

 

【唐鎌国保賦課係長】 

 申し訳ありません。新規の課税区分であるため、世帯数等のシミュレーションは

出来ておりません。ですが、世帯の状況にもよりますが、３万円の課税限度額に達

する収入として、給与収入だと１,２００万円以上になるかと思います。資料の２０

ページにもありますが、医療分の課税限度額の収入よりも多いため、おそらく１０

０世帯よりも少なくなると予想はしております。 

  

【加藤議長】 

 他に質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

【石井委員】 

 ２点ほど教えていただきたいのですが、今回、初めてとなります子ども・子育て

支援金の制度について、社会保険の方にはなりますが、現在、法人が支払う子ど

も・子育て拠出金があるのですが、今回の、子ども・子育て支援金と統合して地方

公共団体に交付されることとなるのでしょうか。 

 次に２点目ですが、資料に子ども・子育て支援金の趣旨がありますが、今も国民

健康保険等で出産の際に出産育児一時金が交付されています。今後、君津市でこの

制度により、出産や育児に関しての制度の拡大はあるのでしょうか。 

 

 

【唐鎌国保賦課係長】 

 １点目のご質問に関してですが、協会けんぽの内容となるため、詳細は把握して

おりませんが、今回の子ども・子育て支援金は子ども・子育て拠出金とは別に、国

保、後期高齢者医療、協会けんぽ等の各医療保険で新たに被保険者から拠出いただ

き、納付金として保険者が納めます。納めた納付金は資料にあるような子ども・子

育ての各施策の財源に充てられることとなります。 

２点目について、市単独ではないのですが、資料にある児童手当の抜本的拡充等

は既に６年度より進められております。また、国保年金課に関係する内容ですと、

国民年金の保険料が今までは産前産後期間のみ免除されていたのが、１年間に拡大

される制度が令和８年１０月から施行となる予定です。出産育児一時金については

まだ特にないのですが、今後、様々な子育て施策にこの納付金が充てられるのでは

ないかと思います。 

 

 

 



【石井委員】 

 １点目の質問について、協会けんぽ等の被用者保険の被保険者の保険料も増える

という認識でよろしいでしょうか。 

 

【唐鎌国保賦課係長】 

 はい、被用者保険の被保険者も労使折半になりますが、この子ども・子育て支援

金も納めることとなりますので、保険料は増えることになります。 

 

【石井委員】 

 わかりました。どうしてもこういった制度ですと、負担が増える場合、負担増の

ところに目が行ってしまいますので、ぜひ、先程の説明にもありましたように、こ

ういった事に使われていきますといった支援の拡充等の趣旨を被保険者の方に周知

していただければ、理解が深まると思いますので、よろしくお願いします。 

 

【加藤議長】 

 他に質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、質疑も無いようですので、採決いたします。諮問（１）君津市国民健

康保険税条例の一部改正について、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

― 挙手全員 ― 

 

【加藤議長】 

挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

これで諮問事項についての審議を終了いたします。なお、答申書の作成について

は私にご一任願います。 

それでは、答申準備のために暫時休憩といたします。再開は３時３５分といたし

ます。 

 

― 暫時休憩 ― 

 

 

 

― 答申書 作成 ― 

 

 

 

― 石井市長 入室 ― 

 

 

 

 

（再開 午後３時３５分） 

 



【加藤議長】 

市長が入室されましたので、ただいまから答申いたします。 

 

 

 

【加藤議長】 

君津市長 石井 宏子 様 令和８年２月５日付けにて諮問のありました君津市

国民健康保険税条例の一部改正について下記のとおり、答申いたします。 

 原案のとおり改正することについて、慎重に審議した結果、異議なしと認めま

す。令和８年２月５日 君津市国民健康保険運営協議会 会長 加藤美代子 

 

 

― 答申書を石井市長へ手渡す ― 

 

 

【加藤議長】 

それでは、これで諮問事項について終了いたします。ご協力いただきまして、あ

りがとうございました。なお、ここで市長は公務のため、退座させていただきま

す。 

 

 

― 石井市長 退席 ― 

 

 

【加藤議長】 

続きまして、報告（１）令和８年度君津市国民健康保険特別会計予算（案）につ

いて執行部の説明を求めます。 

 

 

【唐鎌国保賦課係長】 

 

― 国保特別会計（事業勘定）について別紙資料により説明 ― 

 

【平野国保給付係長】 

 

― 国保特別会計（直診勘定）について別紙資料により説明 ― 

 

【加藤議長】 

以上で、執行部の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑のある方はお願いします。 

それでは、質疑も無いようですので、続きまして、報告（２）第３期君津市国民

健康保険データヘルス計画及び第４期君津市特定健康診査等実施計画の年次評価に

ついてについて執行部の説明を求めます。 

 



【平野国保給付係長】 

 

― 別紙資料により説明 ― 

 

 

【加藤議長】 

以上で、執行部の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑のある方はお願いします。 

 

【石井委員】 

 質疑というより、要望になりますが、今回、ＰＤＣＡサイクルに基づいた資料と

なっており、よくわかるのですが、もし、改善できるようであれば、この資料はＣ

とＡの事が載っている資料となっておりますので、Ｐのプランの方の目標値を一番

左側に入れていただくと、Ｃのチェックの部分で目標に対する達成度合いがわかる

ようになり、一番右側のＡでどのようにアクションを起こしていくのかが説明しや

すくなるかと思います。さらに、その達成度合をＡ、Ｂ，Ｃ，Ｄといった評価分け

できるようになればよりわかり易くなると思いますので、資料作成の参考にしてい

ただければと思います。 

 

【平野国保給付係長】 

 ありがとうございました。いただいた意見を基に、見やすい資料の作成に務めて

まいります。 

 

 

【加藤議長】 

 他に質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 

【藤田委員】 

 特定保健指導及び若年への保健指導実施率が未達成にはなっているのですが、こ

の数値自体はとても高くて、驚異的だなと私は感じました。特定保健指導実施率っ

て１０数パーセントっていう市町村が多いと思うんですけど、５０パーセントを維

持している要因とかはあるのでしょうか。 

  

【根本健康都市推進室長】 

 ５０パーセントに達したのはここ数年ではあるのですが、集団健診の際に分割面

接を取り入れまして、大幅に実施率を上げることができました。その他、委託業者

に面接をお願いしているのですが、面接に来られなかった方には個別に市の保健師

と管理栄養士が直接訪問しています。そうすると、知らない業者の方の電話だと話

しにくかったこと等を聞くことができますので、足で稼いだような形で実施率が上

がっております。今後は加えてＩＣＴの導入等を検討しております。 

 

【加藤議長】 

 他に質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 



【蒔田委員】 

 私も藤田委員と同じような気持ちをもっています。早期介入特定保健指導の対象

者は１００パーセントとなっており、劇的な成果が出ているんじゃないかと思いま

す。後は受診率のほうが早期介入で伸びておりませんので、ここが改善してくると

それに対しての保健指導ができれば、君津市の国保財政は将来的に良くなるだろう

と思いますので、現在も非常に良い取り組みをされておりますので、今後も引き続

きご尽力いただければと思います。 

 

 

【加藤議長】 

他に質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、質疑も無いようですので、その他、委員の皆様から何かございますか。 

 

 

― 委員 その他なし ― 

 

【加藤議長】 

執行部からその他として何かございますか。 

 

 

【和田国保年金課長】 

本日は、国民健康保険運営協議会にご出席いただきありがとうございます。執行

部から事務連絡をさせていただきます。来年度の第１回の運営協議会についてです

が、まだ、日程は未定ですが、例年、５月に開催している第１回目では特別会計の

決算を報告しておりましたが、市の出納が６月で閉鎖となりますので、５月の段階

ですと見込みでの報告なっておりました。８年度は６月以降に開催を後ろ倒しさせ

ていただき、ある程度確定した段階で皆様に決算をお示しできればと考えておりま

すので、６月以降の開催を検討しております。日程が決まりましたら、皆様にご連

絡をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

【加藤議長】 

ありがとうございます。 

それでは以上をもちまして、令和７年度第２回君津市国民健康保険運営協議会を

閉会といたします。御協力ありがとうございました。 

 

 

 

   （散会 午後４時１５分） 

 

 

議事録署名人 君津市国民健康保険運営協議会 

 

会 長  加 藤  美 代 子 


